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インバウンド電子役務提供取引と消費税
【現行の課税制度】（平成27年度税制改正～）

 役務(サービス)提供者が国外事業者である場合、

①事業者向け取引(B to B) (※)については、「リバースチャージ方式」(※※)を導入し、

②消費者向け取引(B to C)については、国外事業者が申告納税を行う方式(事業所がなければ

納税管理人を設置)

(※) 「事業者向け取引」はサービスの性質や取引条件等から、事業者向けであることが明らかな取引(広告配信等)、
「消費者向け取引」は、それ以外の取引(電子書籍・音楽の配信等)として分類

(※※)通常であればサービスの提供者が納税義務者となるところ、サービスの受け手に納税義務を課す方式

③「納税なき仕入税額控除」を防止する観点から、国外事業者の登録制度(国内に税務代理人を

置くこと等が条件)を設け、国外事業者から提供を受けた消費者向けサービスについては、当
該国外事業者が登録を行っている場合のみ、仕入税額控除を是認

⇒ 国外事業者の申告納税に任せていて徴税の実効性は十分確保できるのか？
⇒ 決済が全てデジタル決済に移行すれば B to Cでもリバースチャージ方式は可能？？

〔出展〕財務省作成資料
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そもそも論としての消費税課税の見直しの必要性

 インバウンド電子的役務取引についての消費税課税制度（平成27年度税制改正で創

設）はそろそろ見直しが必要
✓ B to C取引については、納税は国外事業者による申告納税に任されており、執行の実効性に不安
⇒ （特にB to C取引について）EU、タイ、台湾のように、補完的にマーケットプレイス、プラットフォー
マー、ポータル等に納税義務を転嫁（or 米国各州のMarket Facilitator Lawのように電子的役務
提供事業者との連帯納付義務）する制度を創設すべき

⇒ アルゼンチン、チリのような、国外の電子的役務提供事業者リストを告示した上で、それら事業者か
らのインバウンド電子提供役務取引について、支払仲介者（Intermediary Payment Service Provider）

に源泉徴収義務を課す制度も一考の余地（ベトナムは、国外事業者に登録・申告義務を課しつつ、国外事
業者が登録・申告を行わない場合に、IPSPに通知して、補完的にIPSPへの源泉徴収方式を採用）

✓ 消費税法上、基準期間（原則、2年前の事業年度）に「日本国内での」課税売上高が1,000万円を超

えない限り免税事業者となることができるところ、（初めて）日本に進出する海外事業者であれば、
進出後どれほど日本国内での売上高が急拡大したとしても、進出後2年間は免税事業者として商
品を販売可能（日本進出前で国内の課税売上高が僅少であるような事業年度が基準期間となるため）

✓ しかも、例えば、オンラインゲーム販売業者が、新規ゲームタイトルを発売する度に別法人を創設
することで、事実上、何度も繰り返し免税事業者として販売するといったケースも存在する模様

⇒ 海外事業者と国内事業者との間で無視できない不公平が生じており、速やかな手当てが必要
⇒ そもそも論として、益税の問題は課税の公平上大きな問題。特に消費税率の10％引き上げ後は黙
過できない大きな問題
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アフター・コロナで予想される更なるデジタル化と課税
 リモート・ワークの浸透

✓ コロナ禍でリモート・ワークが浸透し、極端にいえば、海外からでも日本で働くことが可能に
⇒ 資産家だけでなく、会社勤めのサラリーマンの高収入層も、軽課税国（ex. シンガポール）に逃避・移
住する動きが今後顕在化する可能性（特に、所得税の累進税率の引上げがなされた場合）

⇒ PE概念をどのように整理すべきかも問題に
 ペーパレス化

✓ リモート・ワークの浸透とDxの進展により、オフィスでの紙の使用が漸減
✓ 同時に、わが国でも電子契約プラットフォーム（ex. DocuSign）等の利用が企業にも浸透
⇒ 印紙税の税収は今後急速に落ち込む可能性

 5G（更には6G）普及に伴うIoTの急速な拡大
✓ 家庭内・工場内・オフィス内のあらゆる機器や自動車等が全てインターネットを通じて「繋がる」社会
が到来

⇒ 機器の作動履歴や自動車の走行履歴その他IoTにより収集された膨大なデータが生み出す価値に
関する課税問題が、パーソナル・データが生み出す価値に関する課税問題を増幅した形で顕在化

 メタバース（アバターを介して入り込む3次元仮想世界）ビジネスの急速な拡大
✓ メタバース・プラットフォーム、バーチャル・イベント等のメタバース・ビジネスが今後急速に拡大する
可能性（「Facebook」から「Meta Platforms」への社名変更は象徴的）

✓ Metaは「（VRヘッドセットである）Meta Questを通じて没入するメタバース」をプラットフォームとして
構築

⇒ ①メタバース内の取引にはそもそもどの国がどのようなnexusを根拠に課税権を持つのか、②メタ
バース内の取引で創造された価値の源泉地はどこか、③メタバース上の「土地」その他の資産
（NFTが表章）の譲渡を課税上どう取り扱うか、④メタバース内仮想通貨を課税上どのように取り扱
うべきか、等々が今後大きな問題に

⇒ メタバースを介した脱税行為の横行も深刻な問題となり得る
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（中長期的課題としての）AI/ロボット税
 Xavier ObersonによるAI/ロボット課税の提唱(※)（2017）

✓ AI/ロボットの急速な発展によって、①AI/ロボットによる業務効率の大幅な改善に伴い失業者数が
大幅に増加し、これによって被用者に対する所得課税が消失する結果、歳入が大幅に減少するこ
とが見込まれる一方で、②多数の失業者が急激に発生することで、これらの失業者に対して雇用
保険等の各種の対応が必要となり、財政支出が大幅に増加することが見込まれる

✓ 他方、AI/ロボットを活用する企業等の所得は、かかるAI/ロボットの活用を通じて向上することが見
込まれるが、大量の失業者を発生させることによる歳入減少及び失業者増加に伴う財政支出の増
加を賄うほどに企業等の所得課税が増加することは見込めないのではないか

⇒ それ故、新たな財源として、AI/ロボットへの課税が必要ではないか、という問題提起
(※) Xavier Oberson, Taxing Robots? From the Emergence of an Electric Ability to Pay to a Tax on Robots or the Use of Robots,

World Tax Journal (May 2017)

 AI/ロボットの所有者・利用者に課税するアプローチ
① みなし給与税（帰属給与税）＝AI/ロボットに帰属する所得を算定して所得課税を行うアプローチ
⇒ 帰属所得の算定の困難さやAI/ロボットが事業用に利用されていた場合にはその所有者等の事業所得との二重課税が問題

② 自動化税/法人自営業者課税＝解雇が自動化による場合等に追加的な課税を行うアプローチ
⇒ 解雇が自動化によるものなのかの判定の困難さや基準となる自動化の割合の設定の困難さが問題

③ AI/ロボット・ストック税＝AI/ロボットの所有者に対して固定資産税的に課税する資産課税アプロー
チ
⇒ AI/ロボットの資産価値の算定の困難さが問題

④ マークアップ税＝AI/ロボットの利活用により市場支配力が高まる結果発生する超過利潤に課税す
るアプローチ（IMFの2021年7月ワーキングペーパー(※)）
⇒ AI/ロボットの利活用により市場支配力が高まった企業の特定・線引きが課題

(※) Berg,A.,L. Bounader,N. Gueorguiev,H. Miyamoto,K.Moriyama,R. Nakatani and L. Zanna(2021), For the Benefit of All: Fiscal

Policies and Equity-Efficiency Trade-offs in the Age of Automation, IMF Working Paper, WP/21/187

⇒ 人間に帰属しないAI/ロボットが生み出す人間に帰属しない所得への課税？
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